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選択約款【蒸気ボイラー・工業炉専用契約】新旧対照表 
             

新 旧 摘 要 

９．単位料金の調整 

（１）当社は、毎月、（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定める基準平均原料価格を上

回りまたは下回る場合は、次の算定式により別表第２の料金表の基準単位料金に対応する調整単位

料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を

算定いたします。 

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第２の１（４）のとおりといたします。  

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金＋０．０７７円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率）  

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金－０．０７７円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率）  

（備  考） 

上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨てます。 

（２）（１）の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

９３,２９０円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第２の１（４）に定められた各３か月間における貿易統計の数量および価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたしま

す。）およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入

し、１０円単位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、算定結果の１０円未満の端数を

四捨五入した金額といたします。 

（算定式） 

平均原料価格 ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９５３  

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格×０．０５８５ 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格は、当社ホームペー

ジおよび事業所等に掲示いたします。  

③ 原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた１００円単位の金額といた

します。 

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

９．単位料金の調整 

（１）当社は、毎月、（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定める基準平均原料価格を上

回りまたは下回る場合は、次の算定式により別表第２の料金表の基準単位料金に対応する調整単位

料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を

算定いたします。 

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第２の１（４）のとおりといたします。  

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金＋０．０７５円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率）  

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率）  

（備  考） 

上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨てます。 

（２）（１）の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

５４，６９０円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第２の１（４）に定められた各３か月間における貿易統計の数量および価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたしま

す。）およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入

し、１０円単位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、算定結果の１０円未満の端数を

四捨五入した金額といたします。 

（算定式） 

平均原料価格 ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９７１２  

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格×０．０４５８ 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格は、当社ホームペー

ジおよび事業所等に掲示いたします。  

③ 原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた１００円単位の金額といた

します。 

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 
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新 旧 摘 要 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

付 則 

 

１．実施の期日 

この選択約款は、２０２６年４月１日から実施いたします。 

 

２．この選択約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、料金算定期間の末日が２０２６年４月１日から同月末日に属する料金算定期間の早収料金

は、２０２６年３月末日まで適用の選択約款【蒸気ボイラー・工業炉専用契約】に基づき算定するもの

といたします。 

 

 

３．【省略】 

 

付 則 

 

１．実施の期日 

この選択約款は、令和２年４月１日から実施いたします。 

 

２．この選択約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、料金算定期間の末日が令和２年４月１日から同月末日に属する料金算定期間の早収料金は、

令和２年３月末日まで適用の選択約款【蒸気ボイラー・工業炉専用契約】に基づき算定するものといた

します。 

 

３．【省略】 
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（別表第２） 

１．【省略】  

 

２．料金表 

（１）定額基本料金（消費税等相当額を含みます。） 

１か月につき ２，９５９．５５円 

 

（２）流量基本料金単価（消費税等相当額を含みます。） 

１立方メートルにつき ９９２．１１円 

 

（３）基準単位料金（消費税等相当額を含みます。） 

その他期 １立方メートルにつき １０７．９８円 

冬  期 １立方メートルにつき １１７．７３円 

 

（４） 調整単位料金 

   （３）の基準単位料金をもとに９の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金といた

します。 

（別表第２） 

１．【省略】  

 

２．料金表 

（１）定額基本料金（消費税等相当額を含みます。） 

１か月につき ２，８６０．００円 

 

（２）流量基本料金単価（消費税等相当額を含みます。） 

１立方メートルにつき ９９２．１１円 

 

（３）基準単位料金（消費税等相当額を含みます。） 

その他期 １立方メートルにつき ７２．６０円 

冬  期 １立方メートルにつき ８２．３５円 

 

（４）調整単位料金 

   （３）の基準単位料金をもとに９の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金といた

します。 
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